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亀山市告示第１５６号 

亀山市介護予防・生活支援サービス事業（第１層訪問型サービスＢ）実施要綱の一

部を改正する告示を次のように定める。 

令和７年８月１９日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市介護予防・生活支援サービス事業（第１層訪問型サービスＢ）実施要綱

の一部を改正する告示 

  

亀山市介護予防・生活支援サービス事業（第１層訪問型サービスＢ）実施要綱（令

和４年亀山市告示第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（補助金の交付） （補助金の交付） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 前項の規定により交付する補助金

（以下この条及び第１０条において

「補助金」という。）の額は、１の

サービスの提供につき１，２００円

とする。 

２ 前項の規定により交付する補助金

（以下この条及び第１０条において

「補助金」という。）の額は、１の

サービスの提供につき１，０００円

とする。 

３及び４ ［略］ ３及び４ ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第８条の規定は、令和７年４月１日か

ら適用する。 

 


